
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長
松
村
二
郎

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
二
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
全
部

を
改
正
す
る
。

目
次第
一
章
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
定
年
制
度
（
第
三
条
―
第
七
条
）

第
三
章
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
（
第
八
条
―
第
十
六
条
）

第
四
章
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
（
第
十
七
条
―
第
二
十
条
）

第
五
章
雑
則
（
第
二
十
一
条
）

附
則

第
一
章
総
則

（
趣
旨
）

第
一
条
こ
の
規
則
は
、
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
定
年
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
定
年
退
職
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
る
こ
と
を
い
う
。

二
勤
務
延
長
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。

三
勤
務
延
長
職
員
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る

職
員
を
い
う
。

第
二
章
定
年
制
度

（
勤
務
延
長
の
期
限
の
延
長
）

第
三
条
任
命
権
者
は
、
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
勤
務

延
長
の
期
限
延
長
承
認
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
を
人
事
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の



場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
書
に
は
、
次
条
の
書
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
延
長
等
に
係
る
職
員
の
同
意
）

第
四
条
条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
の
同
意
は
、
書
面
に
よ
っ
て
得
る
も
の

と
す
る
。

（
定
年
に
達
し
て
い
る
者
の
任
用
の
制
限
）

第
五
条
任
命
権
者
は
、
採
用
し
よ
う
と
す
る
職
に
係
る
定
年
に
達
し
て
い
る
者
を
、
当
該
職
に
採
用

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
か
つ
て
職
員
で
あ
っ
た
者
で
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
、
引

き
続
き
国
家
公
務
員
、
他
の
地
方
公
共
団
体
に
属
す
る
地
方
公
務
員
、
特
別
職
に
属
す
る
地
方
公
務

員
又
は
奈
良
県
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
十
月
奈
良
県
条
例
第
四

十
号
）
第
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職
員
と
な
っ
て
い
る
も

の
（
こ
れ
ら
の
職
の
う
ち
一
の
職
か
ら
他
の
職
に
一
回
以
上
引
き
続
い
て
異
動
し
た
者
を
含
む
。
）

を
、
当
該
職
に
係
る
定
年
退
職
日
（
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
を
い
う
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
以
前
に
採
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
任
命
権
者
は
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
職
に
係
る
定
年
に
達
し
て
い
る
職

員
を
、
当
該
職
に
係
る
定
年
退
職
日
後
に
、
当
該
職
に
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
た
だ
し
、
勤
務
延
長
職
員
を
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
勤
務
延
長
等
に
係
る
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
）

第
六
条
任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
職
員
に
そ
の
旨
を
明
示
し

た
人
事
異
動
通
知
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る

場
合
の
う
ち
、
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
に
よ
ら
な
い
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
異
動

通
知
書
に
代
わ
る
書
面
の
交
付
そ
の
他
適
当
な
方
法
を
も
っ
て
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
職
員
が
定
年
退
職
を
す
る
場
合

二
勤
務
延
長
を
行
う
場
合

三
勤
務
延
長
の
期
限
を
延
長
す
る
場
合

四
勤
務
延
長
の
期
限
を
繰
り
上
げ
る
場
合

五
勤
務
延
長
職
員
を
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
た
こ
と
に
よ
り
、
勤
務
延
長
職
員
で
は
な

く
な
っ
た
場
合

六
勤
務
延
長
の
期
限
の
到
来
に
よ
り
職
員
が
当
然
に
退
職
す
る
場
合



（
勤
務
延
長
に
関
す
る
報
告
）

第
七
条
任
命
権
者
は
、
毎
年
五
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
度
に
定
年
に
達
し
た
職
員
に
係
る
勤
務
延
長

の
事
由
及
び
期
限
の
状
況
を
、
勤
務
延
長
状
況
報
告
書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
人
事
委
員
会
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制

（
管
理
監
督
職
上
限
年
齢
制
の
対
象
と
な
る
管
理
監
督
職
）

第
八
条
条
例
第
六
条
第
三
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

職
と
す
る
。

一
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
六
号
）
第
三

条
第
四
項
第
三
号
及
び
奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三

十
一
年
十
一
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
付
の
う
ち
、

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
九
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
職
か
ら
転
任
又
は
降
任
し
た
職
員

の
職

二
地
方
警
察
職
員
の
う
ち
警
部
以
上
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
に
相
当
す
る
警
察
官
以
外
の
職
員
の

職

（
他
の
職
へ
の
降
任
等
）

第
九
条
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

）
又
は
県
営
水
道
の
業
務
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
奈

良
県
水
道
企
業
管
理
規
程
第
三
号
）
に
基
づ
き
管
理
職
手
当
一
種
を
支
給
さ
れ
る
職
員
及
び
職
員
の

職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
四
項
第
三
号
及
び
奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の

設
置
に
関
す
る
規
則
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
付
の
う
ち
、
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
に
基
づ

き
管
理
職
手
当
一
種
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
職
か
ら
転
任
又
は
降
任
し
た
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任

等
を
行
う
場
合
に
お
け
る
条
例
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
以
外
の
職
又
は
管

理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
が
当
該
職
員
の
年
齢
を
超
え
る
管
理
監
督
職
の
う
ち
で
き
る
限
り
上
位
の

職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
職
は
、
原
則
と
し
て
、
他
の
職
へ
の
降
任
等
の
前
日
に
就
い
て
い
た
職
の

職
務
を
担
当
し
て
い
る
職
員
が
所
属
す
る
機
関
以
外
の
機
関
に
設
置
さ
れ
て
い
る
職
と
す
る
。

（
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
に
組
織
の
変
更
等
が
あ
っ
た
場
合
）

第
十
条
条
例
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を

占
め
る
職
員
が
、
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
当
該
管
理
監
督
職
の
業
務
と
同
一
の
業
務
を
行
う
こ
と
を



そ
の
職
務
の
主
た
る
内
容
と
す
る
他
の
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
と
な
る
場
合
は
、
当
該
他
の
管

理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
は
、
当
該
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
引
き
続
き
占
め
て
い

る
も
の
と
み
な
す
。

（
特
定
管
理
監
督
職
群
を
構
成
す
る
管
理
監
督
職
）

第
十
一
条
条
例
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
監
督
職
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
と
す
る
。

一
児
童
福
祉
施
設
の
施
設
長
の
特
定
管
理
監
督
職
群
精
華
学
院
長
及
び
こ
ど
も
家
庭
相
談
セ
ン

タ
ー
所
長
の
職

二
校
長
の
特
定
管
理
監
督
職
群
県
立
学
校
及
び
市
町
村
（
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
立
学
校
の
校
長
の
職

三
副
校
長
の
特
定
管
理
監
督
職
群
県
立
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
の
副
校
長
の
職

四
教
頭
の
特
定
管
理
監
督
職
群
県
立
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
の
教
頭
の
職

（
条
例
第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
任
用
）

第
十
二
条
条
例
第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
管
理
監
督
職
群
に
属
す
る
管
理
監

督
職
を
占
め
る
職
員
の
う
ち
、
い
ず
れ
を
そ
の
異
動
期
間
を
延
長
し
、
引
き
続
き
当
該
管
理
監
督
職

を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
、
又
は
当
該
管
理
監
督
職
が
属
す
る
特
定
管
理
監
督
職
群
の
他
の
管
理

監
督
職
に
降
任
し
、
若
し
く
は
転
任
す
る
か
は
、
任
命
権
者
が
、
人
事
評
価
の
結
果
、
人
事
の
計
画

そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、
最
も
適
任
と
認
め
ら
れ
る
職
員
を
、
公
正
に
判
断
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
異
動
期
間
の
延
長
等
）

第
十
三
条
任
命
権
者
は
、
条
例
第
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
得
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
異
動
期
間
延
長
承
認
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
を
人
事
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
任
命
権
者
は
、
条
例
第
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

異
動
期
間
の
期
限
延
長
承
認
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
を
人
事
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
書
に
は
、
次
条
の
書
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
異
動
期
間
の
延
長
等
に
係
る
職
員
の
同
意
）

第
十
四
条
条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
職
員
の
同
意
は
、
書
面
に
よ
っ
て
得
る
も
の
と
す
る
。

（
降
任
等
に
係
る
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
）

第
十
五
条
任
命
権
者
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
る
場
合
に
は
、
人
事



異
動
通
知
書
を
交
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
職
員
に
人
事
異
動
通
知
書
を
交

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
場
合

二
異
動
期
間
の
期
限
を
繰
り
上
げ
る
場
合

三
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
し
た
後
、
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
が
当
該

職
員
の
年
齢
を
超
え
る
管
理
監
督
職
に
異
動
し
、
当
該
管
理
監
督
職
に
係
る
管
理
監
督
職
勤
務
上

限
年
齢
に
達
し
て
い
な
い
職
員
と
な
っ
た
場
合

（
異
動
期
間
の
延
長
に
関
す
る
報
告
）

第
十
六
条
任
命
権
者
は
、
毎
年
五
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
の
四
月
二
日
か
ら
そ
の
年
の
四
月
一
日
ま

で
の
間
に
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
係

る
当
該
異
動
期
間
の
延
長
の
状
況
を
、
異
動
期
間
延
長
状
況
報
告
書
（
第
五
号
様
式
）
に
よ
り
人
事

委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制

（
定
年
前
再
任
用
の
原
則
）

第
十
七
条
任
命
権
者
は
、
条
例
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
以
下
「
定

年
前
再
任
用
」
と
い
う
。
）
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
十
三
条
に
定
め
る
平
等
取
扱
い
の
原
則

及
び
法
第
十
五
条
に
定
め
る
任
用
の
根
本
基
準
に
違
反
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
任
命
権
者
は
、
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
が
法
第
五
十
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
職
員
団
体
の
構
成
員
で
あ
っ
た
こ
と
そ
の
他
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
事
由
を
理
由

と
し
て
定
年
前
再
任
用
に
関
し
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
定
年
前
再
任
用
希
望
者
に
明
示
す
る
事
項
及
び
定
年
前
再
任
用
希
望
者
の
同
意
）

第
十
八
条
任
命
権
者
は
、
定
年
前
再
任
用
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
定
年
前
再
任
用

を
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
希
望
者
」
と
い
う
。
）
に
次
に
掲
げ
る
事

項
を
明
示
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
定
年
前
再
任
用
希
望
者
の
定
年
前
再
任

用
ま
で
の
間
に
、
明
示
し
た
事
項
の
内
容
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

一
定
年
前
再
任
用
を
行
う
職
に
係
る
職
務
内
容

二
定
年
前
再
任
用
を
行
う
日

三
定
年
前
再
任
用
に
係
る
勤
務
地

四
定
年
前
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
給
与



五
定
年
前
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間

六
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２
前
項
の
同
意
は
、
当
該
定
年
前
再
任
用
希
望
者
が
明
示
さ
れ
た
事
項
に
同
意
す
る
旨
を
示
し
た
書

面
の
提
出
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
定
年
前
再
任
用
の
選
考
に
用
い
る
情
報
）

第
十
九
条
条
例
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
定
年
前

再
任
用
希
望
者
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
全
体
評
語
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
く
従
前
の
勤

務
実
績

二
定
年
前
再
任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
に
必
要
と
さ
れ
る
経
験
又
は
資
格
の
有
無
そ
の
他
定
年

前
再
任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
上
必
要
な
事
項

（
定
年
前
再
任
用
に
係
る
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
）

第
二
十
条
任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
職
員
に
人
事
異
動
通
知

書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
の
う
ち
、
人
事
異
動
通
知

書
の
交
付
に
よ
ら
な
い
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
異
動
通
知
書
に
代
わ
る
書
面
の
交
付

そ
の
他
適
当
な
方
法
を
も
っ
て
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
定
年
前
再
任
用
を
行
う
場
合

二
任
期
の
満
了
に
よ
り
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
条
例
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
附
則
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

当
然
に
退
職
す
る
場
合

第
五
章
雑
則

第
二
十
一
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事

委
員
会
が
定
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
定
年
前
再
任
用
の
手
続
及
び
附
則
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
暫
定
再
任

用
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
十
月
奈
良
県
条



例
第
十
四
号
。
以
下
「
令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
、
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
手
続
は
、
こ
の
規
則

の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
任
命
権
者
は
、
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
異
動
期
間
を
延
長
し
た
職
員
の
勤
務
延
長
承
認

申
請
書
（
第
六
号
様
式
）
を
人
事
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

申
請
書
に
は
、
第
四
条
の
書
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
条
例
附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
の
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
職
員
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
及
び
勤

務
の
意
思
の
確
認
）

４
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
に
条
例
附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に

よ
る
情
報
の
提
供
及
び
意
思
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
と
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
で
定
め

る
職
員
に
対
す
る
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
で
定
め
る
期
間
内
に
、

で
き
る
限
り
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

５
条
例
附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
提
供
す
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
（

第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
情
報
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
年
に
達
し
た

日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
措
置
に
関
す
る
情
報
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
法
第
二
十
八
条
の
二
か
ら
法
第
二
十
八
条
の
五
ま
で
の
規
定
に
よ
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年

齢
に
よ
る
降
任
等
に
関
す
る
情
報

二
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
用
に
関
す
る
情
報

三
年
齢
六
十
年
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
以
後
の
当
該
職
員
の
給
料
月
額
を
引

き
下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特
例
措
置
に
関
す
る
情
報

四
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
年
に
達
し
た
日
か
ら
定
年
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
非
違
に
よ

る
こ
と
な
く
退
職
を
し
た
場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
の
基
本
額
を
当
該
職
員
が
当
該
退
職
を
し
た

日
に
法
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
を
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る

額
と
同
額
と
す
る
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
に
関
す
る
情
報

五
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
た
め
必
要
で
あ
る
と
任
命
権
者
が

認
め
る
情
報

６
任
命
権
者
は
、
条
例
附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る



場
合
は
、
そ
の
た
め
の
期
間
を
十
分
に
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
前
項
の
勤
務
の
意
思
の
確
認
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

一
引
き
続
き
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員
と
し
て
勤
務
す
る
意
思

二
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
以
後
の
退
職
の
意
思

三
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
勤
務
す
る
意
向

四
そ
の
他
任
命
権
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

８
附
則
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
情
報
を
職
員
に
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
情

報
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

９
附
則
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
職
員
に
確
認
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
書
面
を
職
員
に
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て
の
準
用
）

第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
並
び
に
第
七
条
の
規
定
は
、
令
和
四
年
改
正
定
年

10条
例
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
及
び
職
員
）

令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
は
、
次
に
掲
げ

11る
職
の
う
ち
、
当
該
職
が
基
準
日
（
同
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
け
る
新

定
年
条
例
定
年
（
令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
新
定
年
条
例
定
年
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
（
同
日
が
令
和
五
年
三
月
三

十
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る

条
例
（
以
下
「
旧
定
年
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
に
準
じ
た
年
齢
）
を
超
え
る

職
（
当
該
職
に
係
る
定
年
が
令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る

条
例
（
以
下
「
新
定
年
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
職
に
限
る
。
）
と
す

る
。

一
基
準
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職

二
基
準
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職

令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
前
項
各

12号
に
掲
げ
る
職
が
基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け

る
当
該
職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年
（
同
日
が
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
旧
定

年
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
に
準
じ
た
年
齢
）
に
達
し
て
い
る
職
員
と
す
る
。



第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

13よ
り
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
暫
定
再
任
用
の
原
則
）

任
命
権
者
は
、
暫
定
再
任
用
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
十
三
条
に
定
め
る
平
等
取
扱
い
の
原

14則
及
び
法
第
十
五
条
に
定
め
る
任
用
の
根
本
基
準
の
規
定
に
違
反
し
て
は
な
ら
な
い
。

定
年
退
職
者
等
が
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
団
体
の
構
成
員
で
あ
っ
た
こ
と
そ
の

15他
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
事
由
を
理
由
と
し
て
暫
定
再
任
用
に
関
し
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て

は
な
ら
な
い
。

（
暫
定
再
任
用
を
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
明
示
す
る
事
項
）

任
命
権
者
は
、
暫
定
再
任
用
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
暫
定
再
任
用
を
さ
れ
る
こ

16と
を
希
望
す
る
者
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
暫
定
再
任
用
を
行
う
職
に
係
る
職
務
内
容

二
暫
定
再
任
用
を
行
う
日
及
び
任
期
の
末
日

三
暫
定
再
任
用
に
係
る
勤
務
地

四
暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
給
与

五
暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間

六
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
三
条
第
五
項
の
同
意
は
、
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
が
明
示
さ
れ

17た
事
項
に
同
意
す
る
旨
を
示
し
た
書
面
の
提
出
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
暫
定
再
任
用
の
選
考
に
用
い
る
情
報
）

令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第

18二
項
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
情
報
と

す
る
。

一
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
全
体
評
語
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
く
従
前
の
勤

務
実
績

二
暫
定
再
任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
に
必
要
と
さ
れ
る
経
験
又
は
資
格
の
有
無
そ
の
他
暫
定
再

任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
上
必
要
な
事
項

（
暫
定
再
任
用
に
係
る
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
）

任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
職
員
に
人
事
異
動
通
知
書
を
交

19



付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
の
う
ち
、
人
事
異
動
通
知
書
の
交

付
に
よ
ら
な
い
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
異
動
通
知
書
に
代
わ
る
書
面
の
交
付
そ
の
他

適
当
な
方
法
を
も
っ
て
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
暫
定
再
任
用
を
行
う
場
合

二
暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
職
員
の
任
期
を
更
新
す
る
場
合

三
任
期
の
満
了
に
よ
り
暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
職
員
が
当
然
に
退
職
す
る
場
合

（
令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
十
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
並
び
に

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
及
び
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
）

令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
十
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
は
、
次

20に
掲
げ
る
職
の
う
ち
、
当
該
職
が
基
準
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
、
令
和
九
年
四
月
一
日
、
令
和
十

一
年
四
月
一
日
及
び
令
和
十
三
年
四
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
二
十
二
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
け
る
新
定

年
条
例
定
年
相
当
年
齢
（
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
短
時
間
勤
務
の
職
」
と
い
う
。
）
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当

該
短
時
間
勤
務
の
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
条
例
第
三
条
に
規
定

す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
二
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日

に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
を
超
え
る
短
時
間
勤
務
の
職
（
当
該
職
に
係
る
新
定
年
条
例

定
年
相
当
年
齢
が
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
基
準
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職

二
基
準
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職

令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
十
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ

21る
職
が
基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
職

に
係
る
新
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
者
と
す
る
。

令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
十
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

22務
職
員
は
、
附
則
第
二
十
項
各
号
に
掲
げ
る
職
が
基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た

場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
同
項

に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
す
る
。



   第１号様式（第３条関係） 
  勤務延長の期限延長承認申請書 第     号   年  月  日      奈良県人事委員会委員長 殿 任命権者             職員の定年等に関する規則第３条の規定に基づき、勤務延長の期限の延長について下記のとおり申請します。 記 期限延長予定職員の氏名等     年  月  日生  所 属  職 名  職 務 の 級及 び 号 給 職給料表       級   号給  定 年 年 齢 年  定年退職日 年  月  日  勤務延長の事由  期 限 年   月   日       現在従事している職務の内容  期限延長を必要とする理由  期限延長の期限 年   月   日       その他参考事項   



   第２号様式（第７条関係） 
  勤 務 延 長 状 況 報 告 書 第     号   年  月  日      奈良県人事委員会委員長 殿 任命権者              職員の定年等に関する規則第７条の規定に基づき、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況について下記のとおり報告します。 記  氏 名  所     属 定 年 年 齢 職 務 内 容 勤務延長事由 職     名 定年退職日 職務の級・号給 勤務延長期限         年    

       年 月 日   職給料表 級  号給 年 月 日              年    
        年 月 日 職給料表 級  号給 年 月 日   年    
    年 月 日 職給料表 級  号給 年 月 日  



   第３号様式（第１３条関係）    異 動 期 間 延 長 承 認 申 請 書 第     号   年  月  日      奈良県人事委員会委員長 殿 任命権者             職員の定年等に関する規則第１３条第１項の規定に基づき、異動期間の延長について下記のとおり申請します。 記 期間延長予定職員の氏名等    年  月  日生  所 属  職 名  職 務 の 級及 び 号 給    職給料表        級  号給  異 動 期 間 の 末 日   年  月  日  現に従事している職務の内容  期 間 を 延長しようと す る 理 由 と 根 拠 条 項  申請する異動 期 間 の 末 日   年  月  日       その他参考事項   



   第４号様式（第１３条関係）    異動期間の期限延長承認申請書 第     号   年  月  日      奈良県人事委員会委員長 殿 任命権者             職員の定年等に関する規則第１３条第２項の規定に基づき、異動期間の期限の延長について下記のとおり申請します。 記 期限延長予定職員の氏名等    年  月  日生  所 属  職 名  職 務 の 級及 び 号 給    職給料表        級  号給  異 動 期 間 の 末 日   年  月  日  現に従事している職務の内容  既に延長された異 動 期 間 の 延 長 理 由 と 根 拠 条 項  さ ら に 延 長 し よ う と す る 理 由 と 根 拠 条 項  申請する異動 期 間 の 末 日   年  月  日       その他参考事項   



   第５号様式（第１６条関係） 

 

 異 動 期 間 延 長 状 況 報 告 書 第     号   年  月  日      奈良県人事委員会委員長 殿 任命権者                職員の定年等に関する規則第１６条の規定に基づき、異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る異動期間の延長の状況について下記のとおり報告します。  記 氏 名 所 属 異 動 期 間 の 末 日 職 務 内 容  延長された異動 期間の延長理由 職 名 職務の級・号給 延長された異動期 間 の 末 日 根 拠 条 項          年 月 日              
     職給料表 級  号給 年 月 日        年 月 日          
   職給料表 級  号給 年 月 日     年 月 日     
   職給料表 級  号給 年 月 日   



    第６号様式（附則第３項）   異動期間を延長した職員の勤務延長承認申請書 第     号   年  月  日      奈良県人事委員会委員長 殿 任命権者             職員の定年等に関する規則附則第３項の規定に基づき、異動期間を延長した職員の勤務延長について下記のとおり申請します。 記 勤務延長予定職員の氏名等  年  月  日生  所 属  職 名  職 務 の 級及 び 号 給 職給料表       級   号給  定 年 年 齢 年  定年退職日 年  月  日  延 長 前 の 異動期間の末日   年   月   日  異 動 期 間 の 延 長 理 由 と 根 拠 条 項  現在従事している職務の内容  勤務延長を行おうとする理由と 根 拠 条 項  申請する勤務 延 長 の 期 限 年   月   日       その他参考事項   
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